
 
 
 

経営事項審査申請説明書 
（経営規模等評価申請・総合評定値請求説明書） 

 
 
 

この説明書は、東京都知事許可の建設業者を対象にしています。 

 

   東京都知事許可業者の電子申請による経営事項審査については、 

   東京都経営事項審査ホームページに掲載の「経営事項審査における電子申請のご案内」も 

   必ずご確認ください。 

 

財務諸表の作成に関する事項は、登録経営状況分析機関に問い合わせてください。 

 

経営事項審査申請に当たっては、最新情報をご確認ください。 

 

最新情報は、随時、東京都経営事項審査ホームページに掲載します。 

 

 

 

 

〈経営事項審査についての一般相談（申請書の書き方等）〉 

東京都都市整備局市街地建築部建設業課「相談コーナー」をご利用ください。相談員（行政書士）が

対応します。 

「相談コーナー」のご利用時間等 

月曜日から金曜日までの午前９時３０分から１１時３０分まで、午後１時から４時３０分まで 

電話での相談も受け付けております。 

電話 ０３－５３２１－１１１１ 内線 ３０－６５７・６５８・６５９ 

 
 
 

令和６年８月 
 

 
 東京都都市整備局市街地建築部建設業課 



経営事項審査の注意事項等について 
 

１ 経営事項審査予約日及び予約時間について   

 

区 

分 

 

予約対象

案 件 

予約受付時間 

及び予約方法 

 

予約対象の 

審査時間 
相談コーナー 備 考 

 

経

営

事

項

審

査 

 

 

 

全て 

月曜日から金曜日まで 

9：00から17：00まで 

 

 建設業課受付に来庁又 

 は電話で、審査日を 

 お申し込みください。 

 電話 03-5321-1111 

 

月曜日から金曜日まで 

 

○  9:30 

○ 10:30  各時間帯 

○ 13:30  

○ 14:30 

 

予備調査を受け

ることができま

す。初めて受審

される方は、あ

らかじめ、予備

調査を受けてく

ださい。 

 

２か月先の

審査日まで

予約できま

す。 

 

 
２ 経営事項審査の再来審査日及び受付時間について 

開庁日の月曜日から金曜日に行っています。 

受付時間は、午前９時３０分から１１時まで、及び午後１時３０分から３時までです。 

 

３ 経営事項審査についての相談コーナーについて 

開庁日の月曜日から金曜日に利用できます。 

相談時間は、午前９時３０分から１１時３０分まで、及び午後１時から４時３０分までです。 

 電話での相談も受け付けています。 

電話 ０３－５３２１－１１１１ 内線 ３０－６５７・６５８・６５９ 
  
４ 経営事項審査場所について 

都庁第二本庁舎３階の建設業課内 

 
５ 電子申請について 

    東京都では令和５年１０月２３日に電子申請の受付を開始しました。電子申請の方法等については、東

京都経営事項審査ホームページで公開している説明書「経営事項審査における電子申請のご案内」を必ず

ご確認ください。 

  なお、電子申請は、予約は必要ありません。 

 

６ 審査の効率化について 

受審者の皆様方の待ち時間を短縮し、予約枠の拡充を図るため、１件当たりの平均審査時間の縮減に努

めています。そのため、以下のとおりの取扱いとさせていただきます。 

     



①  都職員による事前確認について（本文Ｐ．５） 

技術職員数が多い場合や工事経歴書などの裏付資料の確認で、経営事項審査に時間を要する可能性の

ある項目については、経営事項審査の前に建設業課建設業指導担当に裏付資料を持参又は郵送いただき、

その対象項目の事前確認をお願いします。持込期限は審査日のおおむね１か月前までです。事前確認を

受ける際には予約は不要ですので、直接建設業課建設業指導担当にお越しください。事前確認の受付時

間は、開庁日の午前９時から正午まで、午後１時から５時までです。ただし、職員が審査中の場合は、審

査が終了するまでお待ちいただくこともありますので、ご了承ください。 

事前確認が必要な場合 

  ア 最初に受けた建設業許可通知書を紛失した場合、 

イ 技術職員が４０名を超えるとき、 

ウ 確認対象となる工事が２０件を超えるとき（工事経歴書に単価契約を７件以上記載したとき等

を含む）、 

エ 建設機械の保有台数が６台以上であるとき などです。 

② 予約制度と審査時間について（本文Ｐ．２、７） 

経営事項審査の審査時間については、１件当たり通常１５分から２０分程度を想定して予約制度を運

用しておりますが、例外的に１時間を超えるケースも生じています。このような場合、他の申請者の予

約時間に影響が及ぶおそれがあることから、審査途中であっても審査終了の見込みが立たないときは、

審査を中断し、改めて予約を取り直していただくこともありますので、ご了承ください。 

 

７ 注意事項 

① 審査が終了し、申請書を受理した後は、申請内容の変更はできません。 

② 審査は申請日（審査を終了し、申請書が受理された日）直前の決算日（審査基準日）に対して行いま

す。 

③ 登録経営状況分析機関の指示により、財務諸表（決算変更届）の訂正書類を提出した場合は、建設業

課に「変更届出書の訂正について」（Ｐ．９３参照）を提出してください。経営事項審査申請時の提

出も可能です。ただし、許可申請書類に添付した財務諸表の訂正はできませんので、その場合は、事

前に建設業課審査担当にご相談ください。 

④ 虚偽の申請をした場合は、監督処分（営業停止３０日以上）の対象になります。また、場合によって

は建設業法第５０条に基づき懲役、罰金等の刑事罰に処せられます。 

⑤ 審査を円滑に行うために、あらかじめ書類の記入漏れの有無・必要書類の有無・裏付資料の整合性な

どを十分ご確認いただくとともに、書類を事前に整理し、審査時にはファイルなどから出しておくなど、

速やかに提出・提示いただけるようお願いします。 

⑥ 工事経歴書に記載されている工事の業種で不適切な場合が多く見受けられますので、決算変更届書

の提出前に、建設業課審査担当に確認するなど、間違いのないようにお願いします。 

⑦ 同一基準日で、経営事項審査を再度申請することはできません。申請業種等申請内容を十分確認の

上、申請してください。 

 

８ その他 

① 申請書の様式、記載要領、変更内容などについては、東京都経営事項審査ホームページ



（https://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/）に掲載しています。 

（都市整備局ＨＰ → 「各種申請様式」をクリック → 「経営事項審査」・「経営規模等評価申請／総

合評定値請求関係」をクリック） 

   また、様式及び記載要領については、（一財）東京都弘済会 弘済会アシストで購入も可能です。 

② 入札参加の手続などについてのお問合せは、国・地方公共団体などの契約発注部署にお願いします。 

 

９ お問合せ先 

① 経営事項審査についての相談 

建設業課内相談コーナー（都庁第二本庁舎３階） 

・ 曜日 月曜日から金曜日まで（閉庁日除く。） 

・ 時間 午前９時３０分から１１時３０分まで、及び午後１時から４時３０分まで 

・ 電話 ０３－５３２１－１１１１ 内線 ３０－６５７・６５８・６５９ 
② 経営状況分析申請 

登録経営状況分析機関 ※次ページの登録経営状況分析機関一覧をご参照ください。 

③ 審査の予約、変更及び取消し 

建設業課内受付（都庁第二本庁舎３階） 

・ 時間 午前９時から午後５時まで 

・ 電話 ０３－５３２１－１１１１（内）３０－６９１ 

④ 申請書類の販売 

   用紙販売所    ：（一財）東京都弘済会 弘済会アシスト 

      〒104-0043 

             東京都中央区湊１－１２－１１ 八重洲第七長岡ビル４階 

   販売時間     ：平日午前９時から午後５時まで 電話（直通）０３−６８２６－１０１１ 

   通信販売     ：インターネット https://www.tokyoto-kosaikai.or.jp/ 

   ＦＡＸ ０３−３５５１－０６７８（２４時間受付） 

   ＊送料・梱包手数料別 

   詳しくは弘済会アシストへお尋ねください。 

 ⑤ 経営事項審査申請 

   上記以外の経営事項審査申請に関することで、この説明書や東京都経営事項審査のホームページで

は対応できない事項についての来庁による相談は、経営事項審査をしていない午前９時から９時３０

分まで及び午後４時から午後５時までの間にお願いします。この時間帯以外では対応できない場合が

ありますので、ご了承ください。 

   都市整備局市街地建築部建設業課建設業指導担当（都庁第二本庁舎３階） 

 

 

 

 

 

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/
https://www.tokyoto-kosaikai.or.jp/
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〈合併、経営再建とは〉〈申請の手順〉〈参考〉 

〈申請に必要な書類〉⑴ 合併等（承継以外）の経営事項審査申請に必要な書類 

          ⑵ 承継（法人成り）の経営事項審査の申請に必要な書類 

          ⑶ 経営再建があった場合の経営事項審査の申請に必要な書類 

２ 外国建設業者の経営事項審査 ····················································· 90 

〈外国建設業者の定義〉〈外国の定義〉 

〈外国企業が日本国内の事項のみで経営事項審査を申請する場合〉 

〈外国建設業者が日本国外の事項を含めて経営事項審査を申請する場合〉 

〈外国建設業者の「技術職員名簿」に記載する技術職員の有資格区分コードについて〉 

３ 企業集団・持株会社による経営事項審査 ··········································· 91 

〈企業集団・持株会社による経営事項審査を希望する場合〉 

 

〔６〕変更届出書（別紙８）の訂正について ·············································· 92 

〈用紙について〉〈提出部数〉〈押印について〉〈代理人が訂正届を提出する場合〉 

〈添付書類のつづり方〉〈その他必要書類〉〈財務諸表の訂正方法〉 

〈「工事経歴書」、「直前３年の各事業年度における工事施工金額」の訂正方法〉〈訂正の受付〉 

 

〔７〕「最終チェックリスト」 ····························································· 95 

 

〔８〕補 足 資 料 ····································································· 97 

・ 損益計算書（営業利益） 

・ 注記表（研究開発費） 

・ 認定能力評価基準におけるレベル３・４の技能者について 

・ 独立監査人の監査報告書（文例） 

・ 会計参与報告（文例） 

・ 経理処理の適正を確認した旨の書類（様式第２号） 

・ 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿（様式第３号）    

・ 建設機械の保有状況一覧表 

       ・ CPD 単位を取得した技術者名簿（様式第４号） 

       ・ 技能者名簿（様式第５号） 

・ 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書 

及び情報共有に関する同意書（様式第６号） 

  


